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初
版
の
「
熊
本
県
市
町
村
合
併
史
」
は
、
戦
後
の
日
本
国
憲
法
に
基
づ
く
地
方
自
治
制
度
特
に
基
礎
自
治
体
と
し
て
の
市
町

村
を
中
心
と
し
た
地
方
行
政
の
実
現
を
目
指
し
て
取
り
組
ま
れ
た
昭
和
の
大
合
併
の
経
緯
と
成
果
を
記
録
し
た
大
著
で
し
た
。

ま
た
、
改
訂
版
は
、
昭
和
の
大
合
併
か
ら
四
半
世
紀
を
経
て
、
住
民
の
日
常
生
活
圏
が
大
き
く
拡
大
す
る
中
で
、
行
政
サ
ー
ビ

ス
の
供
給
主
体
と
し
て
の
市
町
村
の
区
域
の
あ
り
方
が
問
わ
れ
始
め
た
時
期
に
、
こ
の
間
の
合
併
の
記
録
も
含
め
て
編
纂
さ
れ

ま
し
た
。
今
回
の
三
訂
版
は
、
国
内
外
の
大
き
な
環
境
変
化
に
対
応
す
る
た
め
に
、
我
が
国
の
様
々
な
分
野
で
構
造
改
革
を
推

「
熊
本
県
市
町
村
合
併
史
（
三
訂
版)

」
の
発
行
に
あ
た
っ
て

進
す
る
必
要
性
が
指
摘
さ
れ
る
中
、
市
町
村
を
地
方
分
権
の
総
合
的
な
実
施
主
体
と
位
置
づ
け
る
地
方
分
権
推
進
一
括
法
の
施
行
を
踏
ま
え
、
市
町
村
の
行
政

体
制
を
抜
本
的
に
強
化
す
る
目
的
か
ら
、
全
国
的
に
合
併
が
推
進
さ
れ
た
平
成
の
大
合
併
の
経
緯
を
記
録
す
る
た
め
に
編
纂
し
た
も
の
で
す
。
平
成
一
二
年
に

策
定
し
た
熊
本
県
市
町
村
合
併
推
進
要
綱
の
中
で
、
県
は
、
市
町
村
合
併
は
、
市
町
村
を
取
り
巻
く
環
境
変
化
及
び
地
方
分
権
へ
の
対
応
を
図
る
上
で
避
け
て

は
通
れ
な
い
課
題
と
い
う
認
識
を
示
す
と
共
に
、
将
来
の
熊
本
県
の
姿
を
ど
の
よ
う
に
す
べ
き
か
と
い
う
課
題
と
も
密
接
に
関
連
し
て
お
り
、
県
自
ら
の
課
題

で
あ
る
と
い
う
認
識
を
示
し
、
市
町
村
の
自
主
的
な
判
断
を
基
本
と
し
た
上
で
、
積
極
的
な
推
進
を
図
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
平
成
七
年
の
市
町

村
合
併
特
例
法
の
改
正
時
点
の
県
下
の
九
四
市
町
村
は
四
五
市
町
村
に
収
斂
し
ま
し
た
。
特
に
、
新
法
下
に
あ
っ
て
は
、
国
内
は
も
と
よ
り
東
ア
ジ
ア
等
と
の

競
争
の
激
化
が
予
想
さ
れ
る
中
で
、
他
の
圏
域
か
ら
ビ
ジ
ネ
ス
チ
ャ
ン
ス
を
誘
引
し
、
県
全
体
の
訴
求
力
の
向
上
を
図
り
、
将
来
の
道
州
制
の
州
都
を
目
指
す

上
か
ら
も
意
義
有
る
県
庁
所
在
地
の
熊
本
市
の
政
令
指
定
都
市
移
行
実
現
は
、
私
自
身
、
こ
の
合
併
成
就
、
政
令
市
移
行
実
現
に
深
く
関
わ
り
を
持
っ
た
こ
と

か
ら
も
大
変
喜
ば
し
く
思
っ
て
い
ま
す
。
本
県
の
合
併
史
に
記
載
さ
れ
た
明
治
以
降
の
市
町
村
合
併
の
動
き
に
は
、
現
代
を
生
き
る
私
た
ち
と
同
様
に
自
ら
の

地
域
の
発
展
を
希
求
し
て
止
ま
な
い
、
そ
の
時
々
の
住
民
の
思
い
が
凝
縮
さ
れ
て
お
り
、
一
つ
一
つ
の
合
併
が
、
ま
さ
に
民
主
政
治
の
基
盤
を
な
す
住
民
の
主

体
的
な
政
治
参
加
の
歴
史
と
言
え
る
と
思
い
ま
す
。
か
つ
て
、
政
治
学
者
の
ｊ
・
ブ
ラ
イ
ス
は
、
そ
の
著
「
近
代
民
主
政
治
」
の
中
で
、
「
地
方
行
政
の
住
民

参
加
は
、
共
同
の
問
題
に
関
す
る
共
同
の
利
益
及
び
公
共
的
義
務
並
び
に
個
人
的
義
務
の
自
覚
を
市
民
に
植
え
付
け
、
こ
れ
を
的
確
公
正
に
処
理
し
よ
う
と
す

る
関
心
を
持
た
せ
る
の
に
有
効
で
あ
る
」
と
し
、
「
地
方
自
治
は
民
主
政
治
の
最
良
の
学
校
で
あ
り
、
そ
の
成
功
の
最
良
の
保
証
人
な
り
と
言
う
格
言
の
正
し

い
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
」
と
説
い
て
い
ま
す
。
平
成
の
大
合
併
を
経
て
地
方
自
治
や
地
域
の
あ
り
方
に
関
す
る
議
論
が
さ
ら
に
深
ま
り
本
県
の
市
町
村
が

一
層
発
展
す
る
こ
と
を
心
か
ら
祈
念
申
し
上
げ
ま
す
。

　
　
　
　
　
　

平
成
二
四
年
三
月

熊
本
県
知
事

蒲
島
郁
夫



昭
和
四
十
四
年
三
月
の
「
熊
本
県
市
町
村
合
併
史
」
発
刊
は
、
市
町
村
合
併
に
取
り
組
ま
れ
た
方
々
の
御
尽
力
に

敬
意
を
表
し
つ
つ
、
本
県
の
地
方
自
治
の
発
展
を
祈
っ
て
昭
和
の
大
合
併
と
い
う
偉
業
の
成
果
と
経
緯
を
記
録
に

と
ど
め
た
も
の
で
あ
り
ま
し
た
。

　

今
日
、
世
界
の
経
済
や
文
化
や
科
学
技
術
な
ど
あ
ら
ゆ
る
分
野
で
、
い
わ
ゆ
る
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
急
速
に
進
む

中
で
、
わ
が
国
に
お
い
て
も
高
度
経
済
成
長
を
契
機
と
し
た
交
通
通
信
手
段
の
著
し
い
発
達
に
よ
っ
て
、
住
民
の

方
々
の
日
常
生
活
圏
が
飛
躍
的
に
広
が
る
等
、
様
々
な
方
面
で
大
き
な
変
化
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

「
熊
本
県
市
町
村
合
併
史
（
改
訂
版)

」
の
発
行
に
あ
た
っ
て

　

こ
の
よ
う
な
わ
が
国
の
社
会
経
済
な
ど
諸
情
勢
の
変
化
に
伴
っ
て
、
市
町
村
の
合
併
は
、
広
域
的
な
行
政
需
要
へ
の
対
応
や
地
方
分
権
推
進
等
の
観
点
な
ど

か
ら
、
地
域
政
策
と
し
て
の
重
要
性
を
増
し
て
お
り
、
そ
の
よ
う
な
意
味
で
、
平
成
五
年
に
策
定
し
た
熊
本
県
総
合
計
画
「
ゆ
た
か
さ
多
彩　

生
活
創
造　

く

ま
も
と
」
に
お
い
て
も
、
戦
略
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
「
広
域
的
生
活
圏
づ
く
り
」
の
大
き
な
柱
と
し
て
、
市
町
村
の
自
主
的
合
併
の
積
極
的
な
推
進
を
掲
げ
て
い
る

と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

　

「
助
け
あ
い　

励
ま
し
あ
い　

志
高
く
」
と
い
う
、
新
し
く
提
唱
し
て
い
る
熊
本
の
心
は
、
市
町
村
自
治
の
基
本
的
理
念
に
も
通
じ
る
も
の
で
あ
る
と
思
い

ま
す
。
市
町
村
や
住
民
の
方
々
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
あ
る
べ
き
姿
に
つ
い
て
、
直
面
す
る
自
ら
の
課
題
と
し
て
積
極
的
に
検
討
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
申
し

上
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

「
市
町
村
の
合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律
」
の
改
正
に
よ
っ
て
、
住
民
発
議
制
度
の
創
設
な
ど
制
度
面
で
の
充
実
が
図
ら
れ
、
合
併
に
向
け
た
新
た
な
一
歩

が
踏
み
出
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
中
、
「
熊
本
県
市
町
村
合
併
史
」
の
発
刊
後
、
今
日
ま
で
四
半
世
紀
の
間
に
行
わ
れ
た
県
内
市
町
村
合
併
の
経
緯
や
、
合
併

を
め
ぐ
る
最
近
の
動
向
等
に
つ
い
て
と
り
ま
と
め
、
こ
こ
に
「
熊
本
県
市
町
村
合
併
史
（
改
訂
版)

」
を
発
行
致
し
ま
す
。

　

改
訂
版
の
発
行
に
あ
た
り
、
改
め
て
先
達
の
偉
業
を
称
え
、
市
町
村
自
治
の
更
な
る
発
展
を
心
か
ら
祈
念
申
し
上
げ
る
次
第
で
あ
り
ま
す
。

　
　
　
　
　

平
成
七
年
三
月　
　

福
島
譲
二

熊
本
県
知
事



熊
本
県
知
事

寺
本
広
作

序

　

昭
和
二
八
年
の
町
村
合
併
促
進
法
の
施
行
に
よ
り
展
開
さ
れ
た
町
村
合
併
は
、
新
し
い
地
方
自
治
制
度

の
精
神
に
基
づ
き
、
市
町
村
自
ら
の
意
思
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
画
期
的
な
大
事
業
で
あ
り
ま
し
た
。

　

幸
い
に
し
て
、
本
県
下
に
お
け
る
町
村
合
併
は
、
関
係
者
の
絶
大
な
御
努
力
に
よ
り
、
幾
多
の
障
害
を

こ
え
、
所
期
の
目
的
を
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
、
誠
に
同
慶
に
た
え
な
い
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
間
、
日
夜
を
わ
か
た
ず
合
併
に
尽
力
さ
れ
た
関
係
者
の
方
々
に
対
し
、
心
か
ら
敬
意
を
表
し
ま
す

　

お
よ
そ
制
度
の
改
革
が
行
わ
れ
、
時
が
経
過
す
る
に
従
い
、
関
係
資
料
は
次
第
に
散
逸
し
、
歴
史
的
意
義
を
持
つ
時
の
動
き
も
忘
れ
ら
れ
て

し
ま
い
ま
す
。

　

そ
こ
で
、
早
い
機
会
に
、
県
下
の
町
村
合
併
の
経
緯
を
記
録
に
と
ど
め
て
お
き
た
い
と
思
い
、
熊
本
県
市
町
村
合
併
史
を
編
さ
ん
し
た
わ
け

で
あ
り
ま
す
が
、
本
書
が
今
後
の
地
方
自
治
運
営
に
い
さ
さ
か
で
も
寄
与
で
き
れ
ば
幸
い
に
存
じ
ま
す
。

　

発
刊
に
あ
た
り
、
御
協
力
い
た
だ
い
た
市
町
村
お
よ
び
関
係
者
の
方
々
に
、
心
か
ら
感
謝
致
し
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　

昭
和
四
四
年
三
月
一
日
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緯
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四
五
六 

 
 

三 

市
町
村
の
合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律
の
概
要
…
…
…
…
…
…
四
五
七 

 

第
三
節 

市
町
村
の
合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律
の
改
正
…
…
…
…
…
四
六
六 

 
 
 
 
 

（
昭
和
五
〇
年
・
六
〇
年
の
改
正
） 

 
 

一 

市
町
村
の
合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律
の
改
正
の
経
緯
…
…
…
四
六
六 

 
 

二 

全
国
の
市
町
村
合
併
の
状
況
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四
六
七 

 

第
四
節 

本
県
に
お
け
る
市
町
村
の
合
併
の
状
況
…
…
…
…
…
…
…
…
四
六
八 

 
 
 
 
 
 
 

―
熊
本
市
と
飽
託
郡
四
町
の
合
併
等
― 

 

第
五
節 

「
市
町
村
の
自
主
的
合
併
の
推
進
方
策
等
に
関
す
る
調
査
研
究 

 
 
 
 
 

委
員
会
」
の
提
言
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四
七
〇 

 
 

一 

市
町
村
の
自
主
的
合
併
の
潮
流
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四
七
〇 

 
 

二 

「
市
町
村
の
自
主
的
合
併
の
推
進
方
策
等
に
関
す
る
調
査
研
究 

 
 
 
 
 

委
員
会
」
の
設
置
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四
七
二 

 
 

三 

「
市
町
村
の
自
主
的
合
併
の
推
進
方
策
等
に
関
す
る
調
査
研
究 

 
 
 
 
 

報
告
書
」
の
提
言
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四
七
二 

 

第
六
節 

第
二
四
次
地
方
制
度
調
査
会
の
答
申
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四
七
八 

 

第
七
節 

熊
本
県
に
お
け
る
自
主
的
合
併
へ
の
取
組
み
…
…
…
…
…
…
四
七
八 

第
八
節 

自
主
的
合
併
の
推
進
に
向
け
た
合
併
特
例
法
の
改
正
…
…
…
四
七
九 

 

一 

合
併
特
例
法
改
正
の
背
景
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四
七
九 

 

二 

法
律
案
の
概
要
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四
七
九 

 

第
二
編 

地
方
分
権
の
胎
動
と
平
成
の
大
合
併 

 

第
一
章 

地
方
分
権
の
胎
動
と
平
成
七
年
以
降
の
市
町
村
合
併
に
関
す
る 

 
 
 
 

国
の
動
向 

第
一
節 

平
成
の
合
併
前
夜
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四
八
一 

 

一 

地
方
分
権
の
加
速
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四
八
一 

 

二 

市
町
村
合
併
に
関
す
る
勧
告
・
答
申
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四
八
二 

 

三 

地
方
分
権
推
進
計
画
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四
八
七 

 

四 

地
方
分
権
一
括
法
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四
八
八 

 

五 

市
町
村
の
合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律
の
改
正
（
平
成
一
〇
年
）

…
四
八
九 

 

六 

市
町
村
の
合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律
の
改
正
（
平
成
一
一
年
）

…
四
八
九 

 

七 

市
町
村
合
併
研
究
会
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四
九
五 

 

八 

市
町
村
の
合
併
の
推
進
に
つ
い
て
の
指
針
…
…
…
…
…
…
…
…
四
九
六 

第
二
節 

市
町
村
合
併
推
進
施
策
の
展
開
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
五
〇
六 

 
 

一 

機
運
醸
成
の
取
組
み
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
五
〇
六 

 
 

二 

市
町
村
合
併
に
関
す
る
答
申
・
意
見
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
五
〇
七 

 
 

三 

行
政
改
革
大
綱
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
五
一
一 

 
 

四 

市
町
村
の
合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律
の
改
正
（
平
成
一
二
年
）

…
五
一
一 

 
 

五 

「
市
町
村
合
併
推
進
要
綱
」
を
踏
ま
え
た
今
後
の
取
組
…
…
…
五
一
二 

 
 

六 

二
一
世
紀
の
市
町
村
合
併
を
考
え
る
国
民
協
議
会
…
…
…
…
…
五
一
九 

 
 

七 

関
係
意
見
・
方
針
等
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
五
二
〇 

 
 

八 
合
併
協
議
会
運
営
の
手
引
き
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
五
二
三 

 
 

九 

市
町
村
合
併
支
援
プ
ラ
ン
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
五
二
三 



  

 
 

一
〇
地
方
分
権
改
革
推
進
会
議
に
よ
る
中
間
論
点
整
理
…
…
…
…
…
五
二
八 

 
 

一
一
市
町
村
の
合
併
の
協
議
の
進
展
を
踏
ま
え
た
今
後
の
取
組
み
…
五
二
九 

 
 

一
二
市
町
村
の
合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律
の
改
正
（
平
成
一
四
年
）

…
五
三
五 

一
三
今
後
の
基
礎
自
治
体
の
あ
り
方
に
つ
い
て
（
西
尾
私
案
）
…
…
五
四
二 

資
料 

・
市
町
村
合
併
に
関
す
る
経
緯
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
五
四
四 

第
二
章 

合
併
旧
法
下
の
熊
本
県
に
お
け
る
市
町
村
合
併
推
進
の
取
組
み 

第
一
節 

県
に
お
け
る
自
主
的
合
併
推
進
へ
の
取
組
み
…
…
…
…
…
…
五
四
六 

 
 
 

一 

県
市
町
村
合
併
推
進
要
綱
策
定
ま
で
の
取
組
み
…
…
…
…
…
…
五
四
六 

 
 
 

（
一
）
市
町
村
の
自
主
的
合
併
に
関
す
る
調
査
研
究
…
…
…
…
…
…
五
四
六 

 
 
 

（
二
）
市
町
村
合
併
検
討
支
援
事
業
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
五
四
八 

 
 
 

（
三
）
市
町
村
合
併
検
討
マ
ニ
ュ
ア
ル
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
五
四
九 

 
 
 

（
四
）
市
町
村
課
に
分
権
・
合
併
班
の
設
置
…
…
…
…
…
…
…
…
…
五
四
九 

 
 
 

（
五
）
県
独
自
の
合
併
支
援
策
の
検
討
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
五
四
九 

 
 
 

（
六
）
市
町
村
合
併
連
絡
調
整
会
議
の
設
置
…
…
…
…
…
…
…
…
…
五
四
九 

 
 
 

（
七
）
第
二
次
市
町
村
合
併
調
査
研
究
事
業
（
平
成
一
〇
年
度
）
…
五
五
〇 

 

（
八
）
熊
本
県
市
町
村
合
併
研
究
会
に
お
け
る
調
査
研
究 

（
平
成
一
一
年
度
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
五
五
一 

 
 
 

二 

県
市
町
村
合
併
推
進
要
綱
策
定
後
の
取
組
み
…
…
…
…
…
…
…
五
五
二 

 
 
 

（
一
）
熊
本
県
市
町
村
合
併
推
進
要
綱
の
策
定
（
平
成
一
一
年
度
）

…
五
五
二 

 
 
 

（
二
）
市
町
村
課
に
広
域
行
政
推
進
室
の
設
置
等
…
…
…
…
…
…
…
五
六
四 

 
 
 

（
三
）
県
合
併
推
進
本
部
と
地
域
推
進
本
部
の
設
置
…
…
…
…
…
…
五
六
四 

 
 
 

（
四
）
県
総
合
計
画
に
お
け
る
市
町
村
合
併
の
位
置
付
け
…
…
…
…
五
六
七 

 
 
 

（
五
）
市
町
村
長
へ
の
知
事
親
書
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
五
六
七 

 
 
 

（
六
）
市
町
村
課
に
市
町
村
合
併
推
進
室
の
設
置
…
…
…
…
…
…
…
五
六
八 

 
 
 

（
七
）
熊
本
県
市
町
村
合
併
支
援
会
議
の
設
置
…
…
…
…
…
…
…
…
五
六
八 

 
 
 

（
八
）
合
併
重
点
支
援
地
域
の
指
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
五
七
〇 

 
 
 

（
九
）
市
町
村
合
併
特
別
交
付
金
制
度
の
創
設
…
…
…
…
…
…
…
…
五
七
一 

 
 
 

（
一
〇
）
将
来
ビ
ジ
ョ
ン
策
定
支
援
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
五
七
二 

 
 
 

（
一
一
）
市
町
村
合
併
総
合
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
作
成
…
…
…
…
…
…
…
五
七
二 

 
 
 

（
一
二
）
熊
本
県
市
町
村
合
併
支
援
プ
ラ
ン
の
策
定
…
…
…
…
…
…
五
七
二 

 
 
 

（
一
三
）
市
町
村
合
併
推
進
室
に
お
け
る
二
班
の
設
置
…
…
…
…
…
五
七
五 

 
 
 

（
一
四
）
市
町
村
建
設
計
画
策
定
の
手
引
き
の
作
成
…
…
…
…
…
…
五
七
五 

 
 
 

（
一
五
）
市
町
村
長
に
対
す
る
市
町
村
合
併
に
関
す
る
意
向
調
査
…
五
七
五 

第
二
節 

周
知
啓
発
事
業
の
状
況
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
五
七
六 

 

一 

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
よ
る
周
知
啓
発
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
五
七
六 

 
 
 

二 

啓
発
用
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
、
新
聞
等
各
種
媒
体
に
よ
る
広
報
…
…
五
八
一 

 
 
 

三 

「
作
文
・
論
文
コ
ン
ク
ー
ル
」
等
の
実
施
…
…
…
…
…
…
…
…
五
八
一 

 
 
 

四 

市
町
村
合
併
「
啓
発
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
」
の
開
設
…
…
…
…
…
…
五
八
一 

第
三
節 

県
内
各
地
域
に
お
け
る
合
併
検
討
の
状
況
の
総
括
…
…
…
…
五
八
一 

 
 
 

一 

各
地
域
の
動
向
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
五
八
一 

 
 
 

二 

住
民
投
票
・
住
民
発
議
の
状
況
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
五
八
五 

 
 
 

三 

県
議
会
に
お
け
る
合
併
関
連
質
問
の
状
況
…
…
…
…
…
…
…
…
五
九
四 

 
 
 

四 

本
県
に
お
け
る
旧
法
合
併
の
総
括
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
五
九
四 

資
料 

・
市
町
村
合
併
に
関
す
る
熊
本
県
の
主
な
取
組
み
…
…
…
…
…
…
五
九
六 

 
 
 
 

・
「
月
刊
自
治
フ
ォ
ー
ラ
ム
」（
平
成
一
四
年
一
月
号
）

…
…
…
…
…
…
…
五
九
八 

 
 
 
 

・
総
務
省
全
国
担
当
課
長
会
議
（
平
成
一
五
年
五
月
）

事
例
発
表
概
要
…
六
〇
二 

 
 
 
 

・(

財)

熊
本
開
発
研
究
セ
ン
タ
ー
情
報
誌
（
平
成
一
六
年
一
月
号
）
…
…
六
〇
六 

 
 
 
 

・
「
市
町
村
合
併
総
合
マ
ニ
ュ
ア
ル
」（
平
成
一
四
年
三
月
県
作
成
）

…
…
…
六
一
一 

第
三
章 

市
町
村
合
併
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
の
制
定
と
国
の
動
向 

第
一
節 

合
併
新
法
に
向
け
た
動
き
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
六
一
五 

 

一 
市
町
村
合
併
促
進
プ
ラ
ン
（
片
山
プ
ラ
ン
）
…
…
…
…
…
…
…
六
一
五 

 

二 

市
町
村
合
併
の
更
な
る
推
進
の
た
め
の
今
後
の
取
組
み
…
…
…
六
一
六 



  

 

三 

市
町
村
の
合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律
の
改
正
（
平
成
一
五
年
）
…
六
二
〇 

 

四 

今
後
の
地
方
自
治
制
度
の
あ
り
方
に
関
す
る
答
申
…
…
…
…
…
六
二
〇 

第
二
節 

合
併
新
法
の
施
行
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
六
二
六 

第
三
節 
合
併
特
例
法
期
限
内
の
合
併
の
実
績
…
…
…
…
…
…
…
…
…
六
三
六 

第
四
節 
平
成
一
七
年
度
以
降
の
新
た
な
合
併
推
進
の
動
き
…
…
…
…
六
三
七 

第
四
章 

合
併
新
法
下
の
熊
本
県
に
お
け
る
市
町
村
合
併
推
進
の
取
組
み 

第
一
節 

県
に
お
け
る
自
主
的
合
併
推
進
へ
の
取
組
み
…
…
…
…
…
…
六
五
二 

 
 

一 

県
に
お
け
る
合
併
新
法
下
の
市
町
村
合
併
推
進
体
制
…
…
…
…
六
五
二 

 
 

二 

県
に
お
け
る
主
要
な
取
組
み
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
六
五
三 

 
 
 

（
一
）
合
併
新
法
下
に
お
け
る
熊
本
県
市
町
村
合
併
推
進
構
想
の 

策
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
六
五
三 

 
 
 

（
二
）
合
併
新
法
下
に
お
け
る
県
の
主
な
取
組
み
…
…
…
…
…
…
…
六
七
四 

 
 
 

（
三
）
熊
本
市
の
政
令
指
定
都
市
実
現
を
目
指
す
取
組
み
…
…
…
…
六
八
九 

 

第
五
章 

平
成
の
大
合
併
に
お
け
る
県
内
各
地
域
の
合
併
検
討
状
況 

 

熊
本
市
及
び
周
辺
地
域
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
六
九
七 

 
 

一 

県
市
町
村
合
併
推
進
要
綱
策
定
後
の
動
向

…
…
…
…
…
…
…
…
六
九
九 

二 

住
民
発
議
・
住
民
投
票
の
動
き

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
七
〇
〇 

三 

住
民
発
議
・
住
民
投
票
実
施
以
降
の
動
き

…
…
…
…
…
…
…
…
七
〇
一 

四 

合
併
新
法
下
に
お
け
る
合
併
検
討
の
経
緯

…
…
…
…
…
…
…
…
七
〇
二 

五 

熊
本
市
の
政
令
指
定
都
市
移
行
に
向
け
た
動
き

…
…
…
…
…
…
七
〇
七 

宇

城

地

域
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
七
一
一 

一 

県
市
町
村
合
併
推
進
要
綱
策
定
後
の
動
向

…
…
…
…
…
…
…
…
七
一
三 

二 

宇
城
西
部
五
町
に
お
け
る
合
併
検
討
の
経
緯

…
…
…
…
…
…
…
七
一
三 

三 

宇
城
東
部
二
町
に
お
け
る
合
併
検
討
の
経
緯

…
…
…
…
…
…
…
七
一
五 

四 

宇
土
市
・
富
合
町
に
お
け
る
合
併
検
討
の
経
緯

…
…
…
…
…
…
七
一
六 

五 

城
南
町
に
お
け
る
合
併
検
討
の
経
緯

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
七
一
八 

荒
尾
・
玉
名
地
域
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
七
二
一 

一 

県
市
町
村
合
併
推
進
要
綱
策
定
後
の
動
向
…
…
…
…
…
…
…
…
七
二
三 

二 

玉
名
地
域
一
市
八
町
に
お
け
る
合
併
検
討
の
経
緯
…
…
…
…
…
七
二
三 

三 

荒
尾
市
に
お
け
る
合
併
検
討
の
経
緯
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
七
二
八 

山
鹿
・
鹿
本
地
域
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
七
三
一 

一 

県
市
町
村
合
併
推
進
要
綱
策
定
後
の
動
向
…
…
…
…
…
…
…
…
七
三
三 

二 

山
鹿
・
鹿
本
一
市
四
町
に
お
け
る
合
併
検
討
の
経
緯
…
…
…
…
七
三
三 

三 

植
木
町
に
お
け
る
合
併
旧
法
下
で
の
合
併
検
討
の
経
緯
…
…
…
七
三
五 

菊

池

地

域
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
七
三
七 

一 

県
市
町
村
合
併
推
進
要
綱
策
定
後
の
動
向
…
…
…
…
…
…
…
…
七
三
九 

二 

菊
池
北
部
四
市
町
村
に
お
け
る
合
併
検
討
の
経
緯
…
…
…
…
…
七
三
九 

三 

菊
池
南
部
四
町
に
お
け
る
合
併
検
討
の
経
緯
…
…
…
…
…
…
…
七
四
二 

阿

蘇

地

域
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
七
四
九 

一 

県
市
町
村
合
併
推
進
要
綱
策
定
後
の
動
向
…
…
…
…
…
…
…
…
七
五
一 

二 

阿
蘇
北
部
六
町
村
に
お
け
る
合
併
検
討
の
経
緯
…
…
…
…
…
…
七
五
一 

三 

阿
蘇
南
部
六
町
村
に
お
け
る
合
併
検
討
の
経
緯
…
…
…
…
…
…
七
五
六 

上
益
城
地
域
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
七
六
一 

一 

県
市
町
村
合
併
推
進
要
綱
策
定
後
の
動
向
…
…
…
…
…
…
…
…
七
六
三 

二 

平
坦
部
四
町
に
お
け
る
合
併
検
討
の
経
緯
…
…
…
…
…
…
…
…
七
六
三 

三 

山
間
部
二
町
村
及
び
蘇
陽
町
に
お
け
る
合
併
検
討
の
経
緯
…
…
七
六
六 

 

八

代

地

域
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
七
七
一 

一 

県
市
町
村
合
併
推
進
要
綱
策
定
後
の
動
向
…
…
…
…
…
…
…
…
七
七
三 

二 

八
代
地
域
六
市
町
村
に
お
け
る
合
併
検
討
の
経
緯
…
…
…
…
…
七
七
五 

三 
八
代
北
部
二
町
に
お
け
る
合
併
検
討
の
経
緯
…
…
…
…
…
…
…
七
七
七 

水
俣
・
芦
北
地
域

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
七
七
九 

 
 

一 

県
市
町
村
合
併
推
進
要
綱
策
定
後
の
動
向
…
…
…
…
…
…
…
…
七
八
一 



  

二 

田
浦
町
・
芦
北
町
に
お
け
る
合
併
検
討
の
経
緯
…
…
…
…
…
…
七
八
一 

三 

水
俣
市
・
津
奈
木
町
に
お
け
る
合
併
検
討
の
経
緯
…
…
…
…
…
七
八
二 

球

磨

地

域
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
七
八
五 

一 
中
球
磨
五
か
町
村
に
お
け
る
合
併
協
議
の
経
緯
…
…
…
…
…
…
七
八
七 

二 

県
市
町
村
合
併
推
進
要
綱
策
定
後
の
動
向
…
…
…
…
…
…
…
…
七
八
九 

三 

人
吉
・
下
球
磨
六
市
町
村
に
お
け
る
合
併
検
討
の
経
緯
…
…
…
七
八
九 

四 

奥
球
磨
地
域
三
町
村
に
お
け
る
合
併
検
討
の
経
緯
…
…
…
…
…
七
九
二 

天

草

地

域
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
七
九
五 

一 

県
市
町
村
合
併
推
進
要
綱
策
定
後
の
動
向
…
…
…
…
…
…
…
…
七
九
七 

二 

天
草
上
島
四
町
に
お
け
る
合
併
検
討
の
経
緯
…
…
…
…
…
…
…
七
九
八 

三 

天
草
下
島
二
市
九
町
に
お
け
る
合
併
検
討
の
経
緯
…
…
…
…
…
七
九
九 

 

第
三
編 

市
町
村
の
概
況 

 
 

（
市
町
村
ご
と
の
項
の
中
に
整
理
す
る
共
通
の
項
目
） 

      

    

 
 

 

 

※
平
成
の
合
併
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
市
町
村
に
お
い
て
は
、
三
の
１
か
ら
５
の 

 

記
述
は
な
い
。 

 
 

※
平
成
の
合
併
の
前
に
存
在
し
た
市
町
村
【 

】
の
記
述
に
つ
い
て
は
、
合
併
後 

 
 

の
市
町
村
の
項
に
ま
と
め
て
記
述
す
る
。
（
現
在
の
市
町
村
か
ら
検
索
す
る
。
） 

 

 
 
 
 

熊
本
市
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
八
〇
五 

 
 
 

・
共
通
項
目 

 

【
旧
熊
本
市
に
お
け
る
合
併
の
歴
史
】 

【
旧
下
益
城
郡
富
合
町
に
お
け
る
合
併
の
歴
史
】 

【
旧
下
益
城
郡
城
南
町
に
お
け
る
合
併
の
歴
史
】 

 

【
旧
鹿
本
郡
植
木
町
に
お
け
る
合
併
の
歴
史
】 

 
 

八
代
市
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
八
六
五 

 
 

・
共
通
項
目 

 
 
 

【
旧
八
代
市
に
お
け
る
合
併
の
歴
史
】 

 
 
 

【
旧
八
代
郡
坂
本
村
に
お
け
る
合
併
の
歴
史
】 

 
 
 

【
旧
八
代
郡
千
丁
町
に
お
け
る
合
併
の
歴
史
】 

 
 
 

【
旧
八
代
郡
鏡
町
に
お
け
る
合
併
の
歴
史
】 

 
 
 

【
旧
八
代
郡
東
陽
村
に
お
け
る
合
併
の
歴
史
】 

 
 
 

【
旧
八
代
郡
泉
村
に
お
け
る
合
併
の
歴
史
】 

 
 
 

人
吉
市
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
九
〇
四 

 
 

・
共
通
項
目 

 
 

荒
尾
市
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
九
〇
六 

 
 

・
共
通
項
目 

 
 

水
俣
市
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
九
一
一 

 
 

・
共
通
項
目 

一 

概
況 

二 

市
名
の
由
来 

三 

平
成
の
合
併
検
討
経
緯 

１ 

合
併
関
係
市
町
村
の
状
況 

２ 

検
討
の
経
緯 

３ 

合
併
協
議
会
に
お
け
る
協
定
事
項
等 

４ 

合
併
時
の
三
役
及
び
正
副
議
長 

５ 

合
併
時
の
関
係
市
町
村
の
現
況
表 

 

四 

昭
和
以
前
の
合
併
検
討
経
緯 



  

 
 
 

 
 
 
 

玉
名
市
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
九
一
六 

 
 

・
共
通
項
目 

 
 
 

【
旧
玉
名
市
に
お
け
る
合
併
の
歴
史
】 

 
 
 

【
旧
玉
名
郡
岱
明
町
に
お
け
る
合
併
の
歴
史
】 

 
 
 

【
旧
玉
名
郡
横
島
町
に
お
け
る
合
併
の
歴
史
】 

【
旧
玉
名
郡
天
水
町
に
お
け
る
合
併
の
歴
史
】 

 
 

天
草
市
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
九
三
三 

 
 

・
共
通
項
目 

 
 
 

【
旧
本
渡
市
に
お
け
る
合
併
の
歴
史
】 

 
 
 

【
旧
牛
深
市
に
お
け
る
合
併
の
歴
史
】 

 
 
 

【
旧
天
草
郡
有
明
町
に
お
け
る
合
併
の
歴
史
】 

 
 
 

【
旧
天
草
郡
御
所
浦
町
に
お
け
る
合
併
の
歴
史
】 

 

 
 
 

【
旧
天
草
郡
倉
岳
町
に
お
け
る
合
併
の
歴
史
】 

 
 
 

【
旧
天
草
郡
栖
本
町
に
お
け
る
合
併
の
歴
史
】 

 
 
 

【
旧
天
草
郡
新
和
町
に
お
け
る
合
併
の
歴
史
】 

 

 
 
 

【
旧
天
草
郡
五
和
町
に
お
け
る
合
併
の
歴
史
】 

 
 
 

【
旧
天
草
郡
天
草
町
に
お
け
る
合
併
の
歴
史
】 

 
 
 

【
旧
天
草
郡
河
浦
町
に
お
け
る
合
併
の
歴
史
】 

 

 
 

山
鹿
市
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
九
七
六 

 
 
 

・
共
通
項
目 

 
 
 

【
旧
山
鹿
市
に
お
け
る
合
併
の
歴
史
】 

 
 
 

【
旧
鹿
本
郡
鹿
北
町
に
お
け
る
合
併
の
歴
史
】 

 
 
 

【
旧
鹿
本
郡
菊
鹿
町
に
お
け
る
合
併
の
歴
史
】 

 
 
 

【
旧
鹿
本
郡
鹿
本
町
に
お
け
る
合
併
の
歴
史
】 

 
 
 

【
旧
鹿
本
郡
鹿
央
町
に
お
け
る
合
併
の
歴
史
】 

 
 

菊
池
市
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
〇
〇
一 

 
 
 

・
共
通
項
目 

 
 
 

【
旧
菊
池
市
に
お
け
る
合
併
の
歴
史
】 

 
 
 

【
旧
菊
池
郡
七
城
町
に
お
け
る
合
併
の
歴
史
】 

 
 
 

【
旧
菊
池
郡
旭
志
村
に
お
け
る
合
併
の
歴
史
】 

 
 
 

【
旧
菊
池
郡
泗
水
町
に
お
け
る
合
併
の
歴
史
】 

 
 

宇
土
市
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
〇
二
〇 

 
 
 

・
共
通
項
目 

 
 

上
天
草
市
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
〇
三
一 

 
 
 

・
共
通
項
目 

 
 
 

【
旧
天
草
郡
大
矢
野
町
に
お
け
る
合
併
の
歴
史
】 

 
 
 

【
旧
天
草
郡
松
島
町
に
お
け
る
合
併
の
歴
史
】 

 

 
 
 

【
旧
天
草
郡
姫
戸
町
に
お
け
る
合
併
の
歴
史
】 

 
 
 

【
旧
天
草
郡
龍
ヶ
岳
町
に
お
け
る
合
併
の
歴
史
】 

 
 

宇
城
市
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
〇
四
八 

 
 
 

・
共
通
項
目 

 
 
 

【
旧
宇
土
郡
三
角
町
に
お
け
る
合
併
の
歴
史
】 

 
 
 

【
旧
宇
土
郡
不
知
火
町
に
お
け
る
合
併
の
歴
史
】 

 

 
 
 

【
旧
下
益
城
郡
松
橋
町
に
お
け
る
合
併
の
歴
史
】 

 
 
 

【
旧
下
益
城
郡
小
川
町
に
お
け
る
合
併
の
歴
史
】 

 
 
 

【
旧
下
益
城
郡
豊
野
町
に
お
け
る
合
併
の
歴
史
】 

 
 

阿
蘇
市
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
〇
七
一 

 
 
 

・
共
通
項
目 

 
 
 

【
旧
阿
蘇
郡
一
の
宮
町
に
お
け
る
合
併
の
歴
史
】 

 
 
 

【
旧
阿
蘇
郡
阿
蘇
町
に
お
け
る
合
併
の
歴
史
】 

 

 
 
 

【
旧
阿
蘇
郡
波
野
村
に
お
け
る
合
併
の
歴
史
】 



  

 
 

合
志
市
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
〇
八
三 

 
 
 

・
共
通
項
目 

 
 
 

【
旧
菊
池
郡
合
志
町
に
お
け
る
合
併
の
歴
史
】 

 
 
 

【
旧
菊
池
郡
西
合
志
町
に
お
け
る
合
併
の
歴
史
】 

 

 
 

 

下
益
城
郡 

 
 

 
 

美
里
町
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
〇
八
八 

 
 
 

・
共
通
項
目 

 
 
 

【
旧
下
益
城
郡
中
央
町
に
お
け
る
合
併
の
歴
史
】 

 
 
 

【
旧
下
益
城
郡
砥
用
町
に
お
け
る
合
併
の
歴
史
】 

 

 

玉
名
郡 

 
 

玉
東
町
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
〇
九
九 

 
 
 

・
共
通
項
目 

 
 

和
水
町
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
一
〇
四 

 
 
 

・
共
通
項
目 

 
 
 

【
旧
玉
名
郡
菊
水
町
に
お
け
る
合
併
の
歴
史
】 

 
 
 

【
旧
玉
名
郡
三
加
和
町
に
お
け
る
合
併
の
歴
史
】 

 
 

南
関
町
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
一
一
五 

 
 
 

・
共
通
項
目 

 
 

長
洲
町
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
一
二
一 

 
 
 

・
共
通
項
目 

 

菊
池
郡 

 
 

大
津
町
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
一
三
〇 

 
 
 

・
共
通
項
目 

 
 

菊
陽
町
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
一
三
六 

 
 
 

・
共
通
項
目 

 

阿
蘇
郡 

 
 

南
小
国
町
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
一
四
一 

 
 
 

・
共
通
項
目 

 
 

小
国
町
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
一
四
三 

 
 
 

・
共
通
項
目 

 
 

産
山
村
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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